
 

 

 

※花は天候により見頃時期が前後する場合がありますのでご了承下さい。※画像はイメージです。 ※バス会社は箱根登山バスになります。 

① この旅行について 

この旅行は全国旅行支援「いざ、神奈川！」の対象です。日本国内に居住し、ワクチン 3 回以上の接種又は陰性証明の提示が

ご利用要件です。 

②お支払実額について 

旅行代金 10,000 円から「いざ、神奈川！」による割引補助額 2,000 円を差し引いた金額 8,000 円がお客様のお支払い実額

となります。また、別途「地域クーポン(平日：2,000 円)」が付与されます。 

③当日ワクチン接種済証明書又は検査結果通知書等の確認書類の持参忘れなど全国旅行支援の適用条件を満たさないことが

判明した場合は、割引の適用にはなりません。その場合発生した差額は、当日申し受けます。 

④予算が上限額に達した場合、全国旅行支援の適用対象にはなりません。 

 

全国旅行支援 

定員 48 名・最少催行人数 35 人 
旅 行 企 画 ・ 実 施：箱根 DMO（一般財団法人箱根町観光協会） 

後 援：小田急箱根グループ 

￥8,000 
 

お支払い実額お一人様（大人＆子ども同額・税込） 

① 全国旅行支援対象ツアーでお得にご参加＆地域クーポン 2000 円分付き！ 

② 宮城野の桜を鑑賞します。 

③ 箱根湿生花園でミズバショウやカタクリなど春の草花を観賞します。 

※湿生花園スタッフによる概要解説付き。 

④ ラストチャンス！星の王子さまミュージアムを見学します。 

※星の王子さまミュージアムは 2023 年 3 月 31 日で閉園となります。 

⑤ 初登場！箱根リトリート före（フォーレ）にてスペシャルランチをご賞味頂きます。 

おすすめポイント 

9 ： 3 0  
9 ： 4 5  
( 自 由 散 策 )  
( 昼 食 ）  
( 見 学 ）  
( 見 学 ）  
( 車 窓 見 学 ）  
1 6 ： 2 0  

 

ミ ナ カ 小 田 原        
箱 根 湯 本 駅    
宮 城 野 の 桜    
箱 根 リ ト リ ー ト  f ö r e   
星 の 王 子 さ ま ミ ュ ー ジ ア ム  
箱 根 湿 生 花 園    
小 田 原 城 お 堀 端 の 桜  
ミ ナ カ 小 田 原    

 

行  程 

Le Petit Prince™ Succession Antoine de Saint-Exupéry 
Licensed by（株）Le Petit Prince™ 星の王子さま™ 

ラストチャンス！2023 年 3 月 31 日で閉園する星の王子さまミュージアム。

サン=テグジュペリの生涯と『星の王子さま』の物語を心ゆくまで堪能して童話

の世界へ旅にでよう☆彡 

 

星の王子さまミュージアム 

 
・地元野菜のサラダ 
・自家製のパン 
・地元野菜のスープ 
・メインのお肉料理 
・デザート 

森の中で堪能する美食の旅。豊かな緑溢れる自然の中で格別なひとときをお

楽しみください。素材の良さを活かしたフレンチで優雅なランチタイムをお楽し

みください。 

箱根リトリート före 

春、箱根の厳しい寒さから目覚める植物たち。約 2 万株のミズバショウやカタ

クリの花がお出迎え。箱根湿生花園のスタッフによる解説付きのためお花初

心者でも楽しめます。 

 

箱根湿生花園 

早川沿いの堤に約 100 本の”ソメイヨシノ”の桜並木が続く桜の名所です。 

桜の舞い散る幻想的な雰囲気の中、川のせせらぎを聞きながら散策を楽しむ

ことができます。 

 

宮城野の桜 

2023 年 3 月 24 日    27 日    28 日    29 日    30 日      

全国旅行支援対象ツアー！！ 旅行代金が 20％ＯＦＦ＆クーポン 2000円分がついてくる！！ 

3月閉園！ 
フィナーレを迎える 



● お客様の都合で旅行を取消される場合は、以下の取消料を申受けます。

神奈川県知事登録旅行業第２-９３４号

総合旅行業取扱管理者/三浦　美奈子

ＴＥＬ:０４６０-８５-５７９４
〒２５０－０３１１ 神奈川県足柄下郡箱根町湯本７０６－３５（箱根町総合観光案内所） 〇 営業時間 ９：００～１７：１５　年中無休 担当:三浦・野沢

① お電話にてお申込みいただくか、下記お申込み用紙に所定事項をご記入の上、ＦＡＸにてお送り下さい。
② 詳しい旅行条件を記載した書面をお送りします。
③ ご旅行代金は出発日の７日前から３日前までの間にお振込み願います。
④ お申込み人数が最小催行人数に満たない場合、ツアーの催行を中止させていただくことがあります。

催行中止の場合は、ご出発の10日前までに決定しご連絡します。

● 参加希望日 　ふりがな 〒 -

月 日

性別：　男　・　女 　年齢：　　　才

　ふりがな 〒 -

性別：　男　・　女 　年齢：　　　才

　ふりがな 〒 -

性別：　男　・　女 　年齢：　　　才

　ふりがな 〒 -

性別：　男　・　女 　年齢：　　　才

※恐れ入りますが４名以上でお申込みの場合は、お申込み用紙をコピーしてご利用下さい。※前泊・後泊ご希望の方はご相談ください。

国内募集型企画旅行条件（抜粋）※必ずこの旅行条件書（抜粋）をお読みください。 ご参加時の注意

お取消申出日 １０日目にあたる日以降 ７日目にあたる日以降
旅行開始当日の1日前 旅行開始の当日

無連絡不参加及び

出発の前日から起算して

キリトリ✄

８日前まで ２日前まで 旅行開始後

取消料 旅行代金の２０％ 旅行代金の３０％ 旅行代金の４０％ 旅行代金の５０％ 旅行代金１００％

企画旅行・実施・お申込み

 箱根ＤＭＯ(一般財団法人箱根町観光協会)観光交流センター

ＦＡＸ:０４６０-８５-５７２１ Ｅ-mail: koryu_c@hakone.or.jp

お申し込み方法

圧巻の桜並木と可憐なミズバショウにうっとり。3月閉園！フィナーレを迎える”星の王子さまミュージアム”と
森のレストランで過ごす大人の春旅(お申込み用紙　FAX0460-85-5721)

参加希望日 お名前/年齢 ご住所・ＴＥＬ

●靴は履き慣れた靴が最適です。

●参加中は交通ルールを遵守し、住宅街等では

静かにお歩き下さい。

●ケガ、事故等につきましては、責任を負いか

ねる場合もございます。

●ペット同伴でのご参加はご遠慮ください。

●水筒・雨具は必ずご用意下さい。

●具合が悪くなった場合は、直ちに係員にお申

し付け下さい。

●環境保護の為、ゴミは必ずお持ち帰り下さい。

●花・植物類の持帰りは厳禁です。

●天候等により、コースが変更になる場合があ

ります。荒天が予測され中止・延期する場合は

前日午後にご連絡致します。

●集合時間に遅れた場合、予定時間通りに出発

する場合がありますので予めご了承下さい。

●途中でのリタイヤは前途放棄となります。

●宮城野の桜・箱根湿生花園・小田原城址

公園の桜並びに季節の草花はは天候により

見頃時期が前後する場合がありますので、

ご了承下さい。

●箱根湿生花園ではスタッフによる概要説

明付となります。

●新型コロナウィルス感染症の拡大防止を

図るため、中止または延期する場合がござ

います。

●同行者①

本旅行条件書の意義
この書面には旅行業法第12条に定めるところの取引条件の説明書及び同法第１２条の５に定めるところの契約書面の一部となります。

この旅行は(一財)箱根町観光協会(以下「当協会」と言います)が、企画・募集し実施する募集型企画旅行です。以下に記載する内容は抜粋であり、お客様と当協会の旅行

契約は各コースとの記載条件と、別途お渡しする取引条件説明書面、及び当協会旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

１．旅行のお申込み及び契約の成立・・・申込書の郵送・お電話・ＦＡＸなど通信手段での予約の場合、当協会が予約を受諾した日(郵送・お電話・ＦＡＸの受取日)となります。

２．ご旅行代金について・・・(１)各コース記載の旅行代金は、特に記載のある場合を除き大人１人様の代金です。(２)子供料金も同額です。

３．旅行内容・旅行代金の変更・・・(１)当協会は天災地変・運送・宿泊機関のサービスの中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供など、当協会が関与し得な

い事由が発生した場合に、理由を説明して旅行契約の内容を変更する事があります。(２)運送・宿泊機関の利用人数によって旅行代金が異なるコースにおいて、お客

様の都合で利用人数が変更になった場合は旅行代金の額を変更する事があります。

４．お客様による契約解除・・・(１)お客様はいつでも所定の取消料を払って旅行契約を解除できます。(２)次に掲げる場合は取消料は頂きません。①旅行契約の内容に

９項に例示するような重要な変が行われたとき、②代金が増額されたとき③当協会が確定日程表を所定の日(出発の前日、７日以内の申込の場合は旅行当日)まで

に交付しなかったとき、④当協会の責めに帰すべき事由により、当初の旅更旅行日程通りの実施が不可能になったとき。

５．当協会による旅行契約の解除・・・当協会は次に例示するような場合は、旅行開始又は旅行開始後に旅行契約を解除することがあります。①旅行代金を当日いただ

けないとき。②予め例示した申込み条件が不適合が判明したとき。③お客様の病気、必要な介護者の不在その他の理由により旅行に耐えられないと認めるとき。

④お客様が契約内容について合理的な範囲を超えて当協会に負担を求めるときおよび他のお客様に迷惑を及ぼし団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認

められたとき。⑤最少催行人数に達しなかったとき。⑥契約締結に際に明示した旅行条件が成就しない恐れが極めて大きいとき。

６．旅行代金に含まれないもの・・・旅行日程に明示されていない飲料料金及びそれに伴う税、サービス料、チップやクリーニング代などの個人的料金、超過手荷物料金、

傷害、疾病に関する医療費、空港諸税・施設利用料・運送機関が課す付加運賃料などは旅行代金に含まれていません。

７．当協会の責任について・・・当協会は当協会の故意過失によりお客様に損害を与えたときには損害を賠償します。お荷物に関する賠償限度額は1人１５万円(但しお客

様に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません)また、お客様が天変事変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関の旅行サービスの提供停止、官公署の命令

その他当協会の関与し得ない事由により損害を被ったときには上記の責任は負いません。

８．旅行中の損害の補償について・・・当協会はお客様が当協会募集型企画旅行のご参加中に、急激かつ外来の事故で生命、身体、手荷物に被られた一定の損害につい

て、所定の補償金および通院見舞金、入院見舞金をお支払します。

９．旅程保証について・・・(１)当協会は契約内容に掲げる重要な変更が行われたときは、当協会旅行業約款に基づき、その変更の内容に応じて旅行代金の１％から５％に

相当する額の変更補償金を支払います。但し、変更補償金の額は、１募集型企画旅行について旅行代金の１５％を限度とし、お客様1人について変更補償金の額が

１,０００円未満の場合は支払いません。①旅行開始日または旅行終了日たる空港の異なる便への変更。⑥本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由

地までの変更。⑦宿泊機関の種類又は名称の変更。⑧宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室の条件の変更。(２)明記に拘らず、変更の理由が３．(１)に

掲げた不可抗力の場合は当協会は変更補償金を支払いません。

１０．最少催行人数・・・特に明記するものを除き、最少催行人数は３５名です。

１１．添乗員同行の有無・・・添乗員は同行しません。

１２．個人情報の取り扱いについて・・・(１)当協会はお客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様からお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配

及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。その他当協会は①当協会及び当協会各営業所の商品やサービス、キャンペーン

のご案内②旅行参加後のご意見やご感想のご提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成などにお客様の個人情報を利用させて

いただくことがあります。(２)当協会及び当協会の各営業所は、それぞれの営業所の営業案内、お客様のお申込みの簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただい

た商品の発送のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。尚、当協会の個人情報保護法への対応については、当協会から情報漏えい生じない

よう最善を尽くすとともに、法令を遵守し、神奈川県弁護士会と協議するなど措置を講じます。

１３．その他・・・(１)ツアーの催行中止に拘らず、金融機関が収受する振込手数料はお客様負担となりますのでご了承下さい。(２)この旅行条件(抜粋)は各パンフレット発行

日を基準とします。

１４．旅行業取扱管理者について・・・旅行業務管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明に不

明な点があれば、当協会の旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

電 話： 携 帯：

メール：

電 話： 携 帯：

メール：

●同行者②

電 話： 携 帯：

メール：

●同行者③

電 話： 携 帯：

メール：

乗車場所 □小田原 □箱根湯本

乗車場所 □小田原 □箱根湯本

乗車場所 □小田原 □箱根湯本

乗車場所 □小田原 □箱根湯本


